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は じ め に 

 
○ この資料は、相模原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助事業の基本的な事項について

要約したものです。 

〇 当該補助金の活用にあたっては、「相模原市補助金等に係る予算の執行に関する規則」、「相模

原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金交付要綱」及び「社会福祉法人等が行う社会福

祉施設整備等の契約に関する指導実施要綱」等をしっかり参照してください。 

〇 この資料は、令和８年４月現在の内容で記載しています。 

〇 その他、関係法令等を精査するとともに、関係機関と十分打ち合わせをする必要があります。 

○ 資料の内容等に関するお問い合わせは、次の担当へお願いします。 

 

【担当】健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課 

  電子メール fukushi-kiban@city.sagamihara.kanagawa.jp 

  電話 ０４２－７０７－７０４６ 
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１ 補助制度の目的 

この補助金は、特別養護老人ホーム等の計画的な修繕を促し、利用者が安心・安全に

施設を利用できる環境整備に対し補助金を交付することを目的としています。 

 

２ 申請対象施設等 

（１）施設種別 

・介護老人福祉施設 

・介護老人福祉施設に併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護を提

供する施設 

※ただし、介護老人福祉施設に併設する短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介

護を提供する施設については、介護老人福祉施設の大規模修繕等と併せて行う場合に限

ります。 

（２）条件 

・令和８年４月１日時点で、開設してから２０年以上経過していること。 

・過去にこの要綱の補助金を受けていないこと。ただし、前回当該補助金を活用した補

助事業の初年度の交付決定を受けた日の属する年度から起算して１０年を経過してい

る場合を除く。 

※ただし、令和８年度の事前申込（１次）については、令和８年４月１日時点で、開設

してから３０年以上経過している施設を対象とします。詳細は３ページの「４ スケジ

ュール（予定）を参照してください。 

（３）補助対象となる工事 

居室、浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の建物改修工事等施設の改修工事 

給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備、昇降設備等付帯設備の改造

工事 

備品（１品当たりの取得価格（工事費も含む。）が１００万円以上のもの）のうち設置工事

が必要となるもの（ただし、市要綱第３項第７号の費用は除く。） 

施設運営の経営改善に資するための改修工事 

※補助対象施設が併設施設（補助対象外）の場合、施設ごとに補助対象経費を算定して

ください。設計上、補助対象外工事費を個別に拾い出すことが困難な場合は、補助対象

施設と併設施設（補助対象外）の面積按分から対象外工事費を算出してください。 

ただし、外壁及び付帯設備など、補助対象施設と併設施設（補助対象外）が共通して

活用すると認められる箇所の工事等においては、全額を補助対象経費とします。 

（４）補助率 

市の予算の範囲内において、補助対象経費又は補助基準額１億円のいずれか低い額に

１/２の補助率を乗じた額（１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨

てた額）を補助します。 

（５）補助対象外となる工事 

・交付決定日までに事業を実施している又は事業が完了している場合 

・他の補助制度により、当該事業の経費の一部を負担又は補助を受けている場合 

・土地の買収、整地に要する費用等事業者の資産の形成に要する経費 

・職員の宿舎、既存建物外の車庫又は倉庫に要する経費 
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・門、柵又は塀等の外溝工事に要する経費 

・既存建物の買取に要する経費 

・施設に固着しない備品及び設備に要する経費 

・設計費用 

・その他事業として市長が適当でないと認める経費 

 

３ 補助対象施設数 

原則２施設を補助対象とします。 

※申込数が２施設を超える場合、介護老人福祉施設の開設が早い施設を優先して当該年

度の補助対象とします。ただし、当該補助金の利用回数が少ない法人を優先とします。 

 

４ スケジュール（予定） 

年 度 時 期 内 容 備 考 

令和８年度 ４月～６月末 事前申込（１次） ※令和８年４月１日時

点で、開設してから３

０年以上経過している

施設を対象とする。 

～７月末 内示 原則２施設を補助対象 

８月～９月 本申請  

１０月 交付決定 令和８年度に事業が完

了する場合。 

１月 交付決定 令和９年度に事業が完

了する場合。 

～３月 実績報告 令和８年度に事業が完

了する場合。 

令和９年度 ～５月（請求） 支払 令和８年度に事業が完

了する場合。 

事業完了 実績報告 令和９年度に事業が完

了する場合。 

請求 支払 令和９年度に事業が完

了する場合 

※「事前申込（１次）」において、申込施設が２施設未満であった場合は、令和８年４

月１日時点で、開設してから２０年以上３０年未満の期間が経過している施設を対象と

して「事前申込（２次）」を行います。その際のスケジュールについては、実施する場

合に別途お示しします。 

 

５ 事前申込提出書類 

・相模原市特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金事前申込書 

・特別養護老人ホーム等大規模修繕等事業計画書 

・特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金申請額算出内訳書 

・見積書の写し ※その他資料についても提出を求める場合がありますのでご承知おきください。 
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６ 本申請提出書類 

・補助金等交付申請書 

・大規模修繕等事業計画書 

・特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金申請額算出内訳書 

・大規模修繕箇所の現況写真 

・建物の配置図、各階平面図 

・見積書の写し 

・工程表 

※その他資料についても提出を求める場合がありますのでご承知おきください。 

 

７ 契約 

当該補助事業に係る工事契約等については、「社会福祉法人等が行う社会福祉施設整備等

の契約に関する指導実施要綱」に基づき、原則として一般競争入札で実施してください。また、

可能な限り市内企業への発注に努めてください。 

 

８ 実績報告 

・補助事業等実績報告書 

・特別養護老人ホーム等大規模修繕等事業実績書 

・特別養護老人ホーム等大規模修繕等補助金実績額算出内訳書 

・大規模修繕箇所の工事完了後の写真 

・工事完了後の建物の配置図、各階平面図 

・工程表 

・工事請負契約書の写し、又はそれに準ずるもの 

・請求書の写し 

・大規模修繕等の支払額及び支払日が確認できる書類の写し 

※その他資料についても提出を求める場合がありますのでご承知おきください。 

 

９ その他 

 補助事業等に係る工事に着手したときは事業着手届を、当該工事が完成したときは事業完

成届を速やかに提出してください。 

 

相模原市 健康福祉局 地域包括ケア推進部 

福祉基盤課 福祉基盤班 

 

相模原市中央区中央２－１１－１５（本館４階） 

電 話  ０４２（７０７）７０４６ 

ＦＡＸ  ０４２（７５９）４３９５ 

 Ｅメール fukushi-kiban@city.sagamihara.kanagawa.jp 

令和８年４月発行 

 


